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 海中工事の発注件数増大に伴う技術者不足及び入札不調への対策として、地域要件及び特定共同企業体

発注方針の特例を設ける。 

 

１ 工法等・金額区分別の取扱い 

（下線部は現行と特例とで異なる内容を示す。なお、下線部は従前の特例のとおりとする内容を示す 

工法等 金額区分 
地域要件及び特定共同企業体発注方針 

現行 特例 

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ／

ｸﾞﾗﾍﾞﾙｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ 

1億円以上 外内2者JV［特殊工事］ 外単者 

ケーソン製作（ド

ック使用） 

1億円未満 外単者 （同左） 

 1億円以上 

5億円未満 

外単者 （同左） 

 5億円以上 

10億円未満 

混合入札（内単者又は外内 2

者JV） 

混合入札（外単者又は外内 2

者JV） 

 10億円以上 

WTO未満 

外内2者JV 混合入札（外単者又は外内 2

者JV） 

上記以外の海中

工事 

1億円未満 内単者 外単者（ただし、等級要件が

Ｂ級又はＣ級を含む工事は内

単者） 

 1億円以上 

5億円未満 

内単者 外単者 

 5億円以上 

10億円未満 

混合入札（内単者又は内内 2

者JV） 

混合入札（外単者又は外内 2

者JV） 

 10億円以上 

WTO未満 

外内2者JV 混合入札（外単者又は外内 2

者JV） 

  ※ 外は県外業者及び県外業者並みの能力を持つ県内業者、内はその他の県内業者を示す。 

 

２ ２者ＪＶにおける出資比率の取扱い 

  ５億円以上10億円未満：30％以上【現行と同じ】 

10 億円以上 WTO 未満：20％以上【特例】（ただし、ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ／ｸﾞﾗﾍﾞﾙｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝについては現行ど

おり30％以上とする） 

 

３ 適用期間 

  平成26年4月1日以降公告する工事について、当分の間適用する。 


